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第３章 在宅医療の推進 1 

「千葉県保健医療計画 第 2編 第 1章 第 3節 在宅医療の推進（222ページから2322 

ページ）」については、以下のとおりとします。 3 

 4 

（ア）施策の現状・課題 5 

ａ．在宅医療の対象者の状況 6 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後、本県の総人口は緩やかな減少を7 

続け、令和７年には６１１万８千人に減少する一方、６５歳以上の人口は１７９万１千人8 

に達すると見込まれています。特に、７５歳以上の人口の増加は顕著で、全ての「団塊の9 

世代」が７５歳以上となる令和７年には平成２７年の約１.５倍の１０７万２千人になる10 

ことが見込まれています。 11 

また、本県における要介護等認定者数は、令和２年度の２９万人が令和２２年度には  12 

４２万２千人に急増すると見込まれており、このうち、要介護４及び５のいわゆる重度者13 

は、令和２年度の６万１千人から令和２２年度には９万４千人を超える見込みとなってい14 

ます。 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

訪問診療＊の需要を年齢別にみると、高齢になるにつれて急増しています。 26 

また、在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者数は、年々増加しており、特に、医27 

療技術の進歩等を背景として、退院後も人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経28 

管栄養などの医療的ケアを受けながら日常生活を営む小児や若年層の患者が増加してい29 

ます。 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 
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図表2-1-3-1 要介護等認定者数の推計 

資料：千葉県高齢者保健福祉計画 

 

図表2-1-3-2 全国の年齢別訪問診療回数 

資料：令和元年 社会医療診療行為別統計（厚生労働省・令和元年６月審査分） 

資料１-１ 
千葉県保健医療計画の中間見直しについて 
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疾病構造の変化や高齢化の進展、医療技術の進歩、ＱＯＬ向上を重視した医療への期待1 

の高まりなどにより、在宅医療のニーズは増加し、多様化しています。 2 

また、地域医療構想においては、現状の療養病床の患者の一部を、将来的には在宅医療3 

や介護老人保健施設＊、特別養護老人ホーム等が担っていくこととされています。病床機能4 

の分化・連携が進んだ先に、在宅医療等の利用見込者数は令和７年に１日当たり７万８千5 

人になると見込まれており、そのうち訪問診療のニーズは、平成２５年度の１．８倍以上6 

になると推計されています。 7 

 8 

図表2-1-3-3 地域医療構想策定における在宅医療等の新たなサービス必要量のイメージ 9 

 10 

 11 
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 34 

資料：H29.3.8 第 10回医療計画の見直し等に関する検討会資料（一部改変） 

 
現在の在宅医療患者（Ⓐ）に加えて、病院の入院患者のうち比較的病状が安定している療養病床の入院患者と

一般病床の入院患者（Ⓑ）について、在宅医療等又は外来診療で対応することとなる。 
※図はイメージであり在宅医療等の需要増には高齢化に伴う需要増が含まれることになる。 

在宅医療等＝居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健

施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所に

おいて提供される医療  
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ｂ．県民の希望と意識 1 

県が実施した「令和２年度在宅医療実態調査」によれば、病気で長期にわたる治療（療2 

養）が必要になった場合に、「入院医療」を希望すると回答した方は、４４．３％、「在3 

宅医療」を希望すると回答した方は３２．４％、「わからない」と回答した方は２３．３％4 

でした。 5 

自分が最期を迎えたい場所として、「医療機関」が２２．２％、「居住の場（自宅やサ6 

ービス付き高齢者向け住宅など）」が３８．７％、「介護保険施設（特別養護老人ホーム7 

など）」が８．６％、「わからない」が２９．９％でした。一方で、７２．３％の県民が8 

病院で最期を迎えている現実があります。 9 

医療機関で最期を迎えたい理由としては「常に医師や看護師が対応してくれる安心感が10 

あるため」「医療機関以外で最期を迎えるイメージができないため」が相当程度あり、在11 

宅での医療・介護の条件が整うならば、居住の場での療養を希望する県民が多数いるもの12 

と推測されます。 13 

図表2-1-3-4 最期を迎える場所に関する県民の意識と実態 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

資料：令和２年度在宅医療実態調査（千葉県・複数回答可） 20 

 21 

 22 

○ 居住の場で最期を迎えたい理由  ○ 医療機関で最期を迎えたい理由 

住み慣れた自宅で最期を迎えたい 72.4% 
 常に医師や看護師が対応してくれる 

安心感がある 
67.7% 

気をつかわずに自由でいられる 47.5%  急変時に対応できる設備がある 45.6% 

常に家族がそばにいて安心感がある 41.3%  症状の緩和のための医療が受けられる 42.2% 

点滴や酸素吸入や尿管など管だらけに
なるのは辛い 

17.5% 
 医療機関以外で最期を迎えるイメージが

できない 
23.7% 

  
 息を引き取る直前まで治る希望が持ち続

けられる 
11.4% 

医療機関
22.2%

居住の場
38.7%介護保険施設

8.6%

わからない
29.9%

その他, 0.6%

○ 最期を迎える場所（希望） 

病院
72.3%

診療所
1.3%

介護医療院・

介護老人保健施設
2.4%

老人ホーム
6.6%

自宅
15.7%

その他, 1.7%

○ 最期を迎える場所（現実） 

資料：令和２年度在宅医療実態調査（千葉県） 資料：令和元年度人口動態調査（厚生労働省） 
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ｃ．退院支援 1 

入院中の患者が、安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続で2 

きるようにしていくためには、入院初期から退院後の生活を見据えた退院支援が重要であ3 

り、診療報酬においても、介護支援専門員＊（ケアマネジャー＊）との連携など退院支援を4 

積極的に行う医療機関の取組が評価されています。 5 

令和元年度病床機能報告＊によれば、地域医療連携室等の退院調整部門を設置している6 

病院は、報告のあった２４５病院中１６８病院でした。 7 

また、施設間の連携を推進した上で、入院早期から退院困難な要因を有する患者を抽出8 

し、入退院支援を実施している有床診療所・病院は１４４箇所（令和元年）であり、全て9 

の医療機関で十分な支援が行われているとは言えない状況です。 10 

入院患者の退院支援を進めるためには、病院と受け入れ側の医療・介護事業者間におい11 

て、多職種が連携しながら、患者の状況に応じて、必要な在宅医療や介護サービスの内容12 

や提供方針の検討、共有ができる体制の構築が求められています。 13 

 14 

ｄ．日常の療養支援 15 

〔訪問診療等の医療資源〕 16 

県内で訪問診療を行う病院は９３箇所（平成２９年）、実施件数（１ヶ月間）は     17 

６，５２３件で、平成２３年の３，７３３件に比べて増加しています。 18 

また、訪問診療を行う診療所は４７６箇所（平成２９年）、実施件数（１ヶ月間）は    19 

４５，８８２件と、平成２３年の２１，６３３件から増加しています。これらの内訳は、20 

在宅療養支援診療所＊２６２箇所、４１，８７３件、在宅療養支援診療所以外の診療所  21 

２１４箇所、４，００９件となっています。 22 

図表2-1-3-5 訪問診療実施医療機関数・件数 23 

資料：医療施設調査（厚生労働省） 24 

 25 

訪問歯科診療＊の実施状況について、居宅への訪問の場合は、実施診療所は３４８箇所26 

（平成２９年）、実施件数（１ヶ月間）は５，８９３件であり、施設への訪問の場合は、27 

実施診療所は３０３箇所（平成２９年）、実施件数（１ヶ月間）は２２，０７６件でした。28 

平成２３年の居宅３４１箇所・３，４０２件、施設２２７箇所・８，４５９件から増加し29 

ています。 30 

 平成２３年 平成２６年 平成２９年 

訪問診療実施診療所数 ４４９ ４９１ ４７６ 

訪問診療実施病院数 ９９ １０１ ９３ 

訪問診療実施件数 
(１ヶ月間) 

合計： ２５，３６６ 
(内訳) 
一般診療所： 

２１，６３３ 
病院：  ３，７３３ 

合計： ４２，８９２ 

(内訳) 
一般診療所： 

３７，６５２ 
病院：  ５，２４０ 

合計： ５２，４０５ 
(内訳) 
一般診療所： 

４５，８８２ 
病院：  ６，５２３ 
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また、訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病院数は１７２箇所(平成２９年)であ1 

り、平成２３年の１２７箇所から増加しています。 2 

 3 

図表2-1-3-6 歯科診療所訪問診療実施機関数・件数 4 

 平成２３年 平成２６年 平成２９年 

訪問診療実施診療所（居宅） ３４１ ３４２ ３４８ 

訪問診療実施診療所（施設） ２２７ ２８６ ３０３ 

訪問診療実施件数（居宅） ３，４０２ ５，１７１ ５，８９３ 

訪問診療実施件数（施設） ８，４５９ １６，８００ ２２，０７６ 

資料：医療施設調査（厚生労働省） 5 

 6 

図表2-1-3-7 訪問口腔衛生指導実施機関数 7 

 平成２３年 平成２６年 平成２９年 

訪問口腔衛生指導実施機関数 １２７ １６２ １７２ 

資料：医療施設調査（厚生労働省） 8 

 9 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局＊数は、２，０３１箇所（令和３年４月）でした。10 

平成２４年９月の１，３４８箇所から増加しています。 11 

 12 

図表2-1-3-8 在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局 13 

 平成２４年 平成２９年 令和３年 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局 １，３４８箇所 １，７４９箇所 ２，０３１箇所 

資料：関東信越厚生局届出 14 

 15 

訪問看護ステーション＊数は３８８箇所（令和元年１０月）、利用者数は２７，７８１人16 

（令和元年９月）であり、平成２４年１０月の２１９箇所、平成２４年９月の      17 

１１，８２８人から増加しています。しかしながら、訪問看護ステーション当たりの看護18 

職員数(常勤換算)は、５人未満の小規模なステーションが全体の半数を占めていることか19 

ら、大規模化等の機能強化による安定的な訪問看護サービスの提供体制の整備が求められ20 

ています。在宅医療を支える訪問看護は、病院や診療所からも実施されています。退院後21 

も継続的に医療を受けながら日常生活を営むことが出来るよう、病院や診療所からの訪問22 

看護と地域の訪問看護ステーションとの連携が重要です。 23 

 24 

図表2-1-3-9 訪問看護ステーション数・利用者数 25 

資料：介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省） 26 

 平成２４年 平成２８年 令和元年 

訪問看護ステーション数 ２１９箇所 ３０８箇所 ３８８箇所 

訪問看護ステーション利用者数 １１，８２８人 １８，３７０人 ２７，７８１人 
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図表2-1-3-10 訪問看護ステーションの規模 1 

看護職員数(人) 2.5～3 未満 3～5 未満 5～7.5 未満 7.5～10 未満 10～15 未満 15～20 未満 20 以上 

割合 12.2% 41.4% 33.5% 8.7% 2.3% 0.8% 1.1% 

資料：令和２年度在宅医療実態調査（千葉県） 2 

 3 

訪問リハビリテーションの介護給付費請求事業所数は、平成２５年４月審査分の１０８4 

箇所から令和２年４月審査分は１４５箇所に増加しています。リハビリテーションは、患5 

者の症状に応じて必要な時期に提供されることが重要であり、医療的ケアを要する人への6 

リハビリテーションや摂食嚥下障害＊のリハビリテーションなども含め、通院、通所が困7 

難になった場合に居宅で実施する訪問リハビリテーションの重要性が増すと考えられま8 

す。 9 

図表2-1-3-11 訪問リハビリテーション請求事業所数 10 

資料：介護給付費等実態調査（厚生労働省） 11 
 12 

平成２４年９月と令和３年４月時点を比較すると、在宅医療の中心的な役割を担う在宅13 

療養支援診療所は、３０２箇所から３８４箇所、在宅療養支援病院＊は２３箇所から４６箇14 

所、在宅療養支援歯科診療所＊は１１３箇所から２９９箇所、在宅患者訪問薬剤管理指導料15 

届出薬局は１，３４８箇所から２，０３１箇所、機能強化型訪問看護ステーション＊は平成16 

２７年の１４箇所から２９箇所へと増加しています。 17 

 18 

図表2-1-3-12 在宅療養支援診療所・病院等の数 19 

 平成２４年 平成２９年 令和３年 

在宅療養支援診療所 ３０２箇所 ３４３箇所 ３８４箇所 

在宅療養支援病院 ２３箇所 ３３箇所 ４６箇所 

在宅療養支援歯科診療所 １１３箇所 ３２９箇所 
２９９箇所 

※R2.4施設基準変更 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局 １，３４８箇所 １，７４９箇所 ２，０３１箇所 

機能強化型訪問看護ステーション 

※平成２６年創設 

１４箇所 

（平成２７年） 
１６箇所 ２９箇所 

資料：関東信越厚生局届出 20  21 
県内の在宅医療資源は概ね増加しているものの、全国平均と比較すると、人口１０万人22 

あたりの在宅療養支援診療所数・病院数は６．６箇所（平成３１年３月時点：全国平均   23 

１２．５）、在宅療養支援歯科診療所数は４．８箇所（令和３年５月時点：全国平均     24 

６．７）、在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局は３１．６箇所（令和２年１１月時点：25 

全国平均４１．４）、訪問看護ステーション数は６．２箇所（令和元年１０月時点：全国26 

平均９．２）と相対的に少なく、また、在宅療養支援診療所が１箇所もない市町村がある27 

など資源の偏りも見られます。 28 

４月審査分 平成２５年 平成２９年 令和２年 

訪問リハビリテーション請求事業所数 １０８箇所 １３３箇所 １４５箇所 



7 

 

人工呼吸や気管切開などの医療的ケアが必要となる医療的ケア児＊等の訪問診療などに1 

対応できる医療機関が少ないことも課題です。また、人工呼吸器等を使用している医療依2 

存度の高い在宅療養者に対しては、災害を想定した備えを含めた支援が必要です。 3 

これらのことから、在宅療養を希望する患者を日常的に支える医療体制の整備や、在宅4 

医療を担う職種の増加、質の向上が重要です。 5 

 6 
図表2-1-3-13 医療的ケア児への対応可能施設数 7 

 調査対象 対応可能機関数 

在宅療養支援診療所 ３２６ ３９ 

在宅療養支援病院 ２９ ０ 

訪問看護事業所 ２４２ ８１ 

資料：平成２６年度小児等在宅医療連携拠点事業における調査（千葉県） 8 
 9 

〔在宅医療・介護の多職種連携〕 10 

在宅医療を必要とする方には、訪問診療を受ける患者だけではなく、病院・診療所の外11 

来において通院による診療を受けながら必要に応じて訪問看護などのサービスを受ける患12 

者も含まれます。外来での診療を通じて患者の生活を支援し、通院が困難になっても適切13 

に往診＊・訪問診療につなぐことが重要です。 14 

患者の生活機能や家庭環境等に応じて、また、患者を身近で支える家族の負担軽減を図15 

るためにも訪問診療、訪問歯科診療、訪問薬剤指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、16 

介護など、在宅医療を担う多職種の協働を推進することが必要です。 17 

その際には、高齢者の孤立化を防ぐ観点からも、在宅生活を支える介護・福祉分野の職18 

種との連携も重要です。 19 

 20 

ｅ．急変時の対応 21 

在宅医療よりも入院医療を希望する理由として、家族の負担への懸念や急変時の対応に22 

関する患者の不安が挙げられています。（令和２年度在宅医療実態調査・千葉県） 23 

在宅療養患者の急変時等に往診を実施している医療機関数は６２０箇所（平成２９年）、24 

実施件数（１ヶ月間）は７，７３９件で、平成２３年の５，６４９件に比べて増加してい25 

ます。また、在宅療養後方支援病院＊として届出されている病院は１５箇所（令和３年  26 

４月）、２４時間対応可能な訪問看護ステーションは３７０箇所（令和元年１０月時点）27 

となっています。 28 

複数の医師や訪問看護師の連携などにより、２４時間対応の連携体制の構築や入院医療29 

機関における円滑な受入れといった後方支援体制の構築が必要です。 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
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図表2-1-3-14 往診実施医療機関数・件数 1 
 平成２３年 平成２６年 平成２９年 

往診実施診療所数 ６１０ ６１４ ５６６ 

往診実施病院数 ４９ ５２ ５４ 

往診実施件数 
(１ヶ月間) 

合計：   ５，６４９ 
(内訳) 
一般診療所：４，７０７ 
病院：     ９４２ 

合計：   ６，２５６ 
(内訳) 
一般診療所：５，６２３ 
病院：     ６３３ 

合計：   ７，７３９ 
(内訳) 
一般診療所：７，１０８ 
病院：     ６３１ 

資料：医療施設調査（厚生労働省） 2 
 3 

図表2-1-3-15 往診実施医療機関数（２次保健医療圏別） 4 

 5 

 6 

 7 

資料：平成２９年医療施設調査（厚生労働省） 8 

 9 

ｆ．在宅での看取りなど 10 

本県の在宅死亡率は、２２．３％（令和元年度）で、全国平均の２２．２％と同程度で11 

すが、医療機関で亡くなる方が７割を超えており、できるだけ居住の場での療養を望む  12 

県民の希望とはかい離がみられます。また、令和２年度に千葉県が行った「在宅医療実態13 

調査」では、人生の最終段階における医療・療養について、「話し合ったことはない」と14 

回答した方が４６．７％でした。 15 

このことから、在宅看取りのための医療提供体制の整備と併せて、県民ひとりひとりが、16 

在宅医療の理解を深めるとともに、自身の医療について考え、家族や医療従事者等と話し17 

合い、県民自身が望む場所で看取りができる環境づくりも重要な課題です。 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

9 7 7 5 5 6 7 5 3

95
128 123

53 39 58 22 34 14
0

50

100

150

千葉 東葛南部 東葛北部 印旛 香取海匝 山武長生夷隅 安房 君津 市原

病院 診療所104  
135 130 

58 44 
64 

29 39 17 

か所 



9 

 

図表2-1-3-16 人生の最終段階における医療・療養についての話し合い状況 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

ｇ．市町村等との連携 15 

今後は、在宅医療を担う医療機関の拡充を促進するとともに、地域包括ケアの推進の  16 

観点も踏まえ、在宅での療養生活に欠かせない介護・福祉サービスを担う市町村や介護  17 

支援専門員（ケアマネジャー）との連携を強化しながら、地域の医療・介護資源や連携の18 

状況などを踏まえて、在宅医療の提供体制の整備を進めていく必要があります。 19 

 20 

（イ）施策の具体的展開 21 

ａ．退院支援 22 

〔医療・介護の多職種連携の促進〕 23 

○ 患者、利用者の生活の視点に立って、入退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、24 

看取り等の場面に応じて切れ目ない医療・介護を提供するための多職種連携を促進  25 

します。 26 

○ 多職種連携を促進するために、入退院支援の仕組みつくりやＩＣＴ＊等の活用の検討27 

など、効果的・効率的な連携の支援に取り組みます。 28 

○ 県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会、県介護支援専門員協議会などの29 

医療・介護関係団体や行政を構成員とする千葉県在宅医療推進連絡協議会などを活用し、30 

医療・介護の連携促進に取り組みます。 31 

 32 

ｂ．日常の療養支援 33 

〔在宅療養支援体制の確保〕 34 

○ 訪問診療や往診を行い、在宅医療を支える診療所や病院の確保に取り組みます。 35 

○ 訪問診療の普及のためには訪問看護の充実が不可欠であることから、訪問看護ステー36 

ションの確保に取り組みます。また、２４時間体制や安定的なサービス提供体制を確保37 

するため、訪問看護ステーションの大規模化等を促進します。 38 

 問 あなたは、人生の最終段階における医療・療養についてご家族などの身近な人や医療 

介護関係者と話し合ったことがありますか。 

詳しく話し

合っている

5.4%

一応話し

合っている

47.9%

話し合った

ことはない

46.7%

資料：令和２年度在宅医療実態調査（千葉県） 
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○ 病院や診療所が実施する訪問看護と地域の訪問看護ステーションとの連携を推進しま1 

す。 2 

○ 患者が住み慣れた自宅や地域で安心して療養生活を送れるようにするために、かかり3 

つけ医＊を中心とした在宅医療提供体制の整備を関係団体と連携を図りながら促進しま4 

す。 5 

○ 「千葉県地域医療総合支援センター」において、県医師会が行う在宅医療に関する  6 

県民への普及啓発などについて支援します。 7 

○ 人工呼吸器等を使用している医療依存度の高い在宅療養者に対し、市町村を始めと 8 

する関係機関と協力しながら、災害を想定した備え等について支援します。 9 

○ 訪問歯科診療に必要な設備を整備するとともに、「在宅歯科医療連携室」において、10 

在宅歯科診療に関する県民への情報提供や相談などについて県歯科医師会と協働して  11 

取り組みます。 12 

 13 

〔在宅医療を担う医師・歯科医師・薬剤師・訪問看護師等の増加、質の向上〕 14 

○ 在宅医療を担う人材の増加に取り組みます。 15 

○ 訪問看護師の人材確保と定着促進のため、訪問看護師の育成や相談、普及啓発等の  16 

事業を県看護協会と協働して取り組みます。 17 

○ 在宅医療機関等が、がん患者や医療的ケア児等にも対応できるよう、医師、看護師等18 

医療関係者の一層のスキルアップに取り組みます。 19 

○ 在宅歯科診療を担う医療従事者の研修に取り組みます。 20 

○ 在宅医療における薬剤師・薬局の役割や機能を確立するために、県薬剤師会が行う  21 

市町村など関係機関との多職種連携強化について支援します。 22 
 23 
〔市町村の在宅医療・介護連携の取組への支援〕 24 

○ 医療と介護の広域的な連携を図るための場を地域の実情に応じて提供するほか、  25 

市町村職員等を対象とし、医療と介護の連携に関する相談に関する研修等を実施するな26 

ど、在宅医療・介護連携に取り組む市町村を支援します。 27 

 28 

ｃ．急変時の対応 29 

〔在宅医療に対する医師等の負担の軽減〕 30 

○ 在宅医療の推進に当たり、医師が最も負担に感じる２４時間体制の確保や急性増悪時31 

等への対応などの医師の負担の軽減に向けた支援に取り組みます。 32 

 33 

ｄ．看取り 34 

〔患者が望む場所で看取りができる環境づくり〕 35 

○ 県民に、人生の最終段階における生き方や本人が望む場所での看取りについて考えて36 

もらえるよう、日常の療養支援体制の整備促進に取り組むとともに、医療・介護の関係団37 

体と連携を図りながら啓発活動を行います。 38 

 39 
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図表2-1-3-17 在宅医療の提供体制のイメージ 1 

2 
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参 考 

用語解説 

【い】 

医療的ケア児 

ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの

吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害のある子どものことを言い

ます。 

【え】 

嚥下（えんげ）障害 

脳血管疾患や老化等の様々な原因によって、「食べ物を食べる・飲み込む」機能

が低下して起こる障害のことです。むせ、誤嚥、窒息等があります。 

【お】 

往診 

通院できない患者の要請を受けて、医師がその都度診療を行うことです。 

【か】 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 

要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技

術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたものをいい、要介護者等か

らの相談に応じ、その心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるようケアプ

ランの作成や市町村、サービス事業者等との連絡調整等を行います。ケアマネジャ

ー、略してケアマネとも言われます。 

介護老人保健施設 

病状安定期にあり入院治療する必要はないものの、リハビリ、看護・介護を必要

とする要介護者に対し、看護、医学的管理下での介護、機能訓練その他日常生活上

の世話等のサービスの提供を行う施設です。 

かかりつけ医 

患者の側からみた「主治医」のことであり、日ごろから患者の体質、病歴や健康

状態を把握し、診療のほかに健康管理上のアドバイスなどもしてくれる身近な医師

のことをいいます。患者にとって医療への最初の接点であり、病状に応じて適切な

専門医を紹介するなど医療機能の紹介・振り分けを行います。入院患者が自宅等の

住まいの場へ復帰した後の通院治療や在宅医療についても担います。また、予防医

学の点からも重要な役割を果たします。 
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【き】 

機能強化型訪問看護ステーション 

常勤看護師の人数を多く確保し、ターミナルケア、重症児の受入れなどの対応を

充実させた訪問看護ステーションのことです。 

 

【さ】 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局 

調剤報酬の項目のひとつである「在宅患者訪問薬剤管理指導（料）」を算定する

ことを地方厚生局に届け出ている薬局のことです。通院が困難で、かつ在宅療養を

行っている患者に対して、薬剤師による薬学的管理指導計画の策定や、それに基づ

く薬学的管理・指導を行うことができます。 

在宅療養後方支援病院 

在宅療養支援診療所等と連携し、あらかじめ届け出た入院希望患者に緊急入院の

必要が生じた場合に入院できる病棟を常に確保している病院のことです。 

在宅療養支援歯科診療所 

在宅又は社会福祉施設等における療養を、後方支援の機能を有する医療機関と連

携して歯科医療面から支援する歯科診療所のことです。 

在宅療養支援診療所 

地域における患者の在宅療養について、主体となる責任を有する診療所であり、

患者からの連絡を一元的に受ける他、患者の診療情報を集約するなどの機能を有し

ています。２４時間体制で往診や訪問看護を実施します。 

在宅療養支援病院 

許可病床２００床未満、または半径４ｋｍ以内に診療所が存在しない２００床以

上の病院であり、在宅療養支援診療所同様２４時間体制で往診や訪問看護を実施す

る病院のことです。 

【せ】 

摂食嚥下障害（せっしょくえんげしょうがい） 

脳血管疾患や老化等の様々な原因によって、「食べ物を食べる・飲み込む」機能

が低下して起こる障害のことです。むせ、誤嚥、窒息等があります。 

 

【ひ】 

病床機能報告 

一般・療養病床を有する医療機関が、病床において担っている医療機能を、病棟

単位で高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４区分から選択し、都道府県に報告

する制度で、現状と併せて６年後の予定についても報告します。また、具体的な医
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療の内容に関する項目や構造設備・人員配置等に関する項目についても報告するこ

ととされており、都道府県は、報告された事項を公表しなければならないこととさ

れています。 

千葉県においては、千葉県ホームページ上で報告された情報を公開しています。 

 

【ほ】 

訪問診療 

医師が患者の家庭などを定期的に訪問して行なう診療のことです。 

訪問看護ステーション 

病気や障害を持った人が住み慣れた地域や家庭で療養生活を送れるように、看護

師等が生活の場に訪問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を提供するサービス

機関です。 

訪問歯科診療 

患者の家庭などを定期的に訪問して行なう歯科診療のことです。 

訪問薬剤管理指導対応薬局 

在宅医療に関する診療報酬の算定項目のひとつである「在宅患者訪問薬剤管理指

導」と、介護報酬の算定項目のひとつである「居宅療養管理指導」の少なくとも一

方に対応している薬局のことです。 

【Ｉ】 

ＩＣＴ 

Information and Communication Technology の略です。情報通信技術。情報処

理や通信に関連する技術、産業、設備、サービスなどの総称です。 


